
 

  

平成 24 年度 地域包括支援センター事業について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎基幹型地域包括支援センタ

ー（新規） 

・総合相談窓口 

・困難ケース、権利擁護を必

要とするケースのスーパー

バイズを含めた後方支援並

びに地域包括との連携対応 

・区域のネットワーク構築 

・行政機関とのパイプ役 

・介護支援専門員支援 

（スキルアップ中心） 

 

 

 

 

○総務部門・法人運営・経理等 

○地域福祉部門 

・市民活動の支援 

・権利擁護事業等 

○福祉事業部門・貸付・募金等 

 

 

 

○地域活動の支援（拡充） 

・区事務所の庶務 

・地域活動・ボランティア活動

の相談、支援 

・地域福祉権利擁護事業 

・区域の関係機関、団体との連

携等 

 

 

 

区事務所 7ヶ所（区役所内） 

 

◎地域包括支援センター 

統括部門(新規) 

・統括、関係機関の調整 

・システムのオンライン化 

・給付管理請求事務 

・人材育成等 

 

 

 

堺市社会福祉協議会事務局 

 

 

◎ 地域包括支援センター（移行） 

 

・総合相談窓口（ワンストップサー

ビス窓口） 

・高齢者虐待を含めた困難ケース等

への対応並びに必要に応じて基幹

型包括との連携対応 

・担当圏域のネットワーク構築 

・介護支援専門員支援 

（個別支援中心） 

・要介護支援プラン作成等 

 

地域包括支援センター 

21ヶ所（24時間体制） 

堺                   市  

（仮）地域包括支援 

センター事業連絡会議 

 

関係機関（市・社協統括・

基幹型地域包括・地域包

括・在介等） 

 

 

○在宅介護支援センター（既存） 

 

・在宅介護等に関する相談窓口 

・地域支援（介護教室等） 

・地域包括のサポート 

 

 

 

         

在宅介護支援センター 

12ヶ所 

 

関係機関による協議内容 

 

・地域包括支援センターの事

業を遂行するため、センタ

ーの目的や業務内容に沿っ

た事業計画の提言 

・業務の方向性と責任分担の

明確化 

・業務の遂行状況について評

価 

 

支援 

連携 

運営管理 
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「安心ですこやかに いきいきと暮らせるまち 堺」 

＝ 高齢者がいつまでも健やかに、いきいきと毎日を過ごし、何らかの支援が必要となった時も自分らしさを失わず、安心して暮らし続けていけるよう、社会全体で支えあう社会を目指す 

 

 地域包括支援センター： 高齢者に対し包括的・継続的支援を行う地域包括ケアを実現するための中核的機関 

高齢化の進行に伴って多様化・複雑化する高齢者福祉ニーズに対応し、さらに身近で適切なサービスを提供していく必要     地域包括支援センター事業の再編 
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